
久米島町公告第 22 号 

 

 地方自治法（昭和 22 年法律第 67 号）第 234 条第１項及び地方自治法施行令（昭和 22 年政令第 16

号）第 167 条の５の２の規定に基づき、条件付き一般競争入札を実施するため、同令第 167 条の６及

び久米島町契約規則（平成 21 年久米島町規則第 12 号）第 19 条に規定により、次のとおり公告する。 

 

令和７年 10 月 28 日 

久米島町長 桃原 秀雄      

 

１ 入札に付する事項 

(1)工 事 名 定住促進住宅整備工事 

(2)施 行 箇 所 久米島町字儀間地内 

(3)工 事 概 要 ＲＣ壁式構造地上２階建て新築工事（外構含む） 

(4)施 行 期 限 令和８年 12 月 10 日 

(5)設 計 額 ３４２，０５６，０００円（税込） 

(6)入 札 方 式 条件付き一般競争入札 

(7)最低制限価格 設定あり 

 

２ 入札に参加する者に必要な資格に関する事項 

(1) 令和７・８年度久米島町工事等入札参加業者資格者名簿の「建築」部門に登載されており、Ａ等

級又はＢ等級であること。 

(2)久米島町内に本社又は支社を有していること 

(3)地方自治法施行令（昭和 22 年政令第 16 号）第 167 条の４第１項の規定に該当しない者 

(4)会社更生法（平成 14 年法律第 154 号）に基づく更生手続き開始の申立て、民事再生法（平成 11

年法律第 225 号）に基づく民事再生手続き開始の申立てがなされている者でないこと。 

(5)暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第 77 号）第２条第２号に規定 

する暴力団、同法第２条第６号に規定する暴力団員と関係を有している者でないこと 

(6)国税、県税及び市町村民税に関し滞納がない者であること 

(7)国又は地方自治体から入札参加資格指名停止の処置を受けていないこと 

 

３ 契約条項を示す場所 

久米島町ホームページに掲載 

 

４ スケジュール 

内容 日程 

公募開始の公表 令和７年 10 月 29 日（水） 

質疑の受付締切 令和７年 11 月６日（木）正午必着 

質疑の回答予定 令和７年 11 月７日（金） 



参加資格確認申請締切 令和７年 11 月 13 日（木）午後５時必着 

参加資格確認通知 令和７年 11 月 14 日（金） 

見積書の提出 令和７年 11 月 20 日（木）午後５時必着 

開札日 令和７年 11 月 21 日（金） 

落札結果の公表 令和７年 11 月 21 日（金） 

契約締結予定日 令和７年 11 月下旬予定 

 

５ 質問の方法・回答 

(1)質問方法 （様式第７号）質問書に質問内容を記載し、メールにて提出すること 

(2)質問期限 令和７年 11 月６日（木）正午必着 

(3)回答方法 令和７年 11 月７日（金）に久米島町ホームページに掲載する 

 

５ 入札参加資格の確認等 

入札に参加しようとする者は、入札参加資格確認申請書（様式第１号）に関係書類を添えて提出

し、入札参加資格の確認を受けなければならない。なお、期限までに資格確認資料を提出しない者

並びに入札参加資格がないと認められた者は、本入札に参加することができない。 

(1)申請期限 令和７年 11 月 13 日（木）午後５時必着 

(2)提出資料 ア：（様式第１号）入札参加資格確認申請書 

イ：（様式第１号別紙）誓約書 

ウ： 見積書 

エウ：配置予定監理技術者雇用証明書類 

オエ：納税証明書 

(3)結果通知 令和７年 11 月 14 日（金）までに通知する 

(4)見積書の提出 入札参加資格確認通知書知にて本入札に参加資格が有ると認められた者は、入

札の前日 20 日(木)午後５時までに見積書を提出しなければならない。 

 

 

６ 入札執行の場所及び日時 

入札書は持参により提出すること。なお、電報及び電送による入札は認めない。 

(1)日  時 令和７年 11 月 21 日（金）午前９時 30 分 

(2)場  所 久米島町役場２階第 ３・４会議室 

(3)提出書類 ア：（様式第２号）入札書 

イ：（様式第３号）委任状（代理人が入札する場合） 

 

７ 入札保証金に関する事項  免除 

 

８ 契約保証金  落札者は、次に掲げる(1)から(5)のいずれかの契約の保証を付さなければなら

ない。 



※ただし、請負代金額が５００万円未満の場合は、免除とする。 

              (1)請負代金額の10分の１以上の契約保証金の納付 

        (2)請負代金額の10分の１以上の契約保証金に代わる担保となる有価証券等の提供 

        (3)請負代金額の10分の１以上の銀行等又は保証事業会社の保証 

        (4)請負代金額の10分の１以上の公共工事履行保証証券による保証 

        (5)請負代金額の10分の１以上の履行保証保険契約の締結 

 

９ 前金払   請負代金額が１５０万円以上については、請負代金額の10分の４以内で前払い

金を請求することができる。 

 

10 部分払     既済部分払回数は、下記基準表による。 

 請負金額 既済部分払回数 

  100万円 以下  ０ 

  100万円 を超え、1,000万円 以下  １ 回以内 

 1,000万円 を超え、3,000万円 以下  ２ 回以内 

 3,000万円 を超え、5,000万円 以下  ３ 回以内 

 5,000万円 を超え、１億円 以下  ４ 回以内 

        ※１億円を超える金額については、5,000万円増すごとに１回を加える。 

        ※中間前金払と部分払の併用はできない。 

 

11 入札書記載金額  落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10

に相当する額を加算した金額（当該金額に１円未満の端数があるときは、

その端数金額を切り捨てた金額）をもって落札金額とするので、入札者は、

消費税に係る課税事業者であるか免除事業者であるかを問わず、見積もっ

た契約希望金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。 

 

12 工事費内訳書   設計金額が事前公表された工事については、工事費内訳書を提出すること。 

提出しない者は入札に参加できない。 

          

13 監理技術者等   工事現場に専任で配置する主任技術者又は監理技術者は、直接的かつ恒常

的な雇用関係にある者を配置すること。直接的かつ恒常的な雇用関係にあ

る者とは、入札の執行日以前３ヶ月以上の雇用関係があることをいう。 

 

配置予定の監理技術者等の雇用関係を確認するため、監理技術者資格者証

（表・裏面）または主任技術者の合格証明書の写し等、健康保険被保険者

証の写し等を工事費内訳書と一緒に提出すること。書類の提出がない場合

は、入札に参加できない場合がある。 

 

※専任を必要としない工事の場合は、提出する必要はない。 

 



14 入札回数     入札回数は２回とする。 

 

15 無効入札に関する事項 

 次の各号のいずれかに該当する入札は、無効とする。 

(1) 入札参加資格がない者のした入札又は久米島町契約規則第25条第３項の規定による確認を

受けない代理人がした入札 

(2) 指定の日時までに提出又は到達しなかった入札 

(3) この入札は最低制限価格を設定する。従って、最低制限価未満で入札した者は落札するこ

とが出来ない。 

(4) 入札者又は代理人の記名押印がない入札 

(5) 同一入札について入札者又は代理人が２以上の入札をしたときは、その全部に入札 

(6) 同一入札について入札者及びその代理人がそれぞれ入札したときは、双方の入札 

(7) 入札金額又は入札者の指名その他主要部分が識別し難い入札 

(8) 入札書の表記金額を訂正した入札 

(9) 入札に関し不正な行為を行った者がした入札 

(10) その他入札に関する入札に関する条件に違反した入札 

 

16 落札者の決定方法 

入札の結果、予定価格の範囲内で最低価格による入札を行ったものを最低価格入札者として決定

する。この場合において、最低価格入札者が２者以上の場合は、直ちに、当該入札業務に関係のな

い職員がくじを引き、最低価格入札者を決定する。 

 

17 その他 

(1) 契約の手続きにおいて使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨に限る。 

(2) 入札参加に係る費用は、入札参加者の負担とする。 

(3) 入札参加者は、地方自治法、地方自治法施行令、久米島町契約規則その他関係法令を遵守する

こと。 


